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薬物依存症支援における精神保健福祉センターと保健所の連携に関する研究 

保健所の薬物関連事業実施状況調査 

 
分担研究者 小泉 典章 （長野県精神保健福祉センター） 

       
【目的】平成 25 年度の全国の保健所の薬物依存症対策の実際を調査し、今後の薬物依存症

対策の基礎資料を得る。本調査は初の全国調査である。 

【方法】2014 年 12 月 1 日から 12 月 14 日までに、全国 582 すべての都道府県・政令指定

都市の保健所に対して、保健所における平成 25 年度の薬物依存症関連事業について、薬物

関連事業実施状況調査をアンケート方式で行った。（回収率は 317/490 で、64.7％であった） 

【結果】薬物依存症対策に関して、技術支援活動は 1 割強、教育研修活動は４分の１、組

織育成活動は 1 割強、普及啓発活動は５割強も保健所が実施していた。相談援助活動は、

８割近くの保健所が実施している。治療回復プログラムは３保健所が実施していた。刑の

一部執行猶予に対しても 15％の保健所が相談可能だと考えられていた。危険ドラッグは４

割の保健所が相談の経験があると回答している。半分の保健所が、精神保健福祉センター

と連携があると回答があった。65％の保健所は薬物依存症関連の地域資源を把握していた。 

【考察】いまだ全国規模での保健所における薬物依存症対策に関する調査はなく、その現

状と課題も把握されているとは言えなかったが、現在の保健所における薬物依存症対策の

現況を初めて調査することができた。薬物依存症対策に関して、個別相談指導は、８割の

保健所で実施されていることは重要だと思われる。普及啓発の薬物依存症対策事業には、

５割以上の保健所が取り組んでいることが判明した。４割の保健所が危険ドラッグの相談

もしており、また、薬物依存症の地域資源を６割強の保健所が把握しており、今後、地域

保健のかなめである保健所への薬物依存症対策は現状でも十分に果たされていることがわ

かった。さらに、要請は高まっていくと思われる。また、半分の保健所が、精神保健福祉

センターと連携があると回答があったが、精神保健福祉センターは積極的に保健所との連

携をもっと進めるべきであると思われる。危険ドラッグへの対策や、「刑の一部執行猶予制

度」の刑法改正の成立を受け、来年度予定されている保健所への薬物依存症対策の研修会

は以上のアンケート結果を活用していきたい。 
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Ａ．研究目的 

昨今、危険ドラッグを含め、薬物関連相

談は増加傾向にあり、平成 25年 6月には「刑

の一部執行猶予制度」法案が可決される、

地域における薬物依存症支援の充実強化は

喫緊の課題となっている。今年度の分担研

究で、平成 25 年度の保健所の薬物依存症関

連事業について、薬物関連事業実施状況調

査をアンケート方式で行ったので、その結

果を報告し、地域における薬物依存症支援

について、センターと保健所の連携という

視点から考察する。 

 

Ｂ．研究方法 

2014 年 12月 1日から 12月 14日までに、

全国 582 すべての都道府県・政令指定都市

の保健所に対して、保健所における平成 25

年度の薬物依存症関連事業について、薬物

関連事業実施状況調査をアンケート方式で

行った。（回収率は 317/490 で、64.7％であ

った） 

また、昨年度、地域保健総合推進事業「地

域精神保健における精神保健福祉センター

の役割とこれからのあり方に関する研究」

の中で、全国精神保健福祉センターを対象

に全国の精神保健福祉センターの薬物依存

症対策の実際を調査したので、それも比較

する。 

さらに、薬物依存症支援における精神保

健福祉センターと保健所の連携について考

察する。  

（倫理面への配慮） 

 本研究に際しては、個人情報には抵触し

ないため、問題は生じないと考えられる。 

 

Ｃ．結果 

未だ全国規模での保健所における薬物依

存症対策に関する調査はなく、現在の保健

所における薬物依存症対策の現況を初めて

調査することができた。 

平成 25 年度（単年度）の保健所の薬物依

存症関連事業について質問した。回答は

317 所より得られた。 

１.技術支援活動（25 年度） 

 14.5％の保健所が実施している。 

 内容は事例検討会の職員派遣が多い。 

２.教育研修活動（25 年度） 

 26.2％のセンターが実施している。 

 多くが、関係者対象の研修会である。 

３.組織育成活動（25 年度） 

 14.5％のセンターが実施している。 

 社会資源ネットワークへの参加、自助組

織への支援が最も多い。 

４.普及啓発活動（25 年度） 

 54.9％の保健所が実施している。 

 これは昨年度調査したセンターの調査 

結果の 65.7％のセンターが実施して 

いるのに、匹敵している。 

 講演会やホームページへの掲載が多い。 

５.相談援助活動（25 年度） 

 77.0％の保健所が実施している。 

 これは昨年度調査したセンターの 

95.5％のセンターが実施していた結果 

と較べ、遜色ないと思われる。 

 個別来所相談が 86.1％を占める。 

 また、本人のサポートグループは 1.6％、 

家族のサポートグループは 3.7％のセン

ターが実施していた。 

６.仮に法改正があり、裁判所が薬物事犯に

対し、一定期間の刑を猶予し、貴保健所

に、その執行猶予期間の定期的な相談対



応を求めた場合、現状での相談対応は可

能か。 

 この設問に対しては、相談対応は可能で

あると回答した保健所は 15.5％で、かな

り多いことがわかった。（昨年度調査し

たセンターの結果は 19.4％であった） 

 なお、治療回復プログラムは３保健所が

実施していた。 

７.仮に、薬物事犯の執行猶予期間に、保健

所で、定期的に薬物の尿検査をすること

の是非 

この設問に対しては、可能と回答した

センターは 10 保健所（3.25％）であっ

た。79.5％のセンターで尿検査は可能で

はないという回答であった。 

８.最近、危険ドラッグ、等の相談がありま

すか。 

この設問に対しては、44.8％の保健所が

相談があると回答している。 

９.貴保健所は、貴県（あるい指定都市）

の精神保健福祉センターと薬物関連事

業に関して、連携していますか。 

この設問に対しては、50.8％の保健所は

連携があると回答している。 

１０.保健所が圏域の薬物依存症の地域資

源（たとえば、自助組織、薬物依存症専

門外来や入院受け入れ病院や治療プロ

グラム実施医療機関、家族教室実施医療

機関、等）を把握していますか。 

この設問に対しては、65.3％の保健所が

把握していると回答している。 

 

Ｄ．考察 

１）保健所の薬物依存症対策体制について 

 保健所は既に、通常相談機能の中での薬

物依存症対策の相談を行っている。（保健所

は 8 割近くが既に相談援助活動をしてい

る）また、薬事行政でも関連はあり、措置

診察でも最近は危険ドラッグの事例もみら

れる。 

 今回、保健所の薬物依存症対策体制を広

く知るため、いわゆる薬事行政業務（薬務

課を主体にする）、精神保健業務（保健予防

課を主体にする）を区別しないで、調査を

実施した。したがって、薬物依存症対策の

主管課については、あいまいな形でしか返

答が無かったが、精神保健業務に属す方が

多いと思われた。薬務課が担当すると決め

てある所もあったが、今後、刑の一部執行

猶予が始まった場合に備え、主管課を決め

る必要がある。 

 

２）今後の薬物依存症対策において、保健

所が担える役割  

 既に、保健所は精神保健福祉センターと

5 割が連携しているという回答があったが、

さらに、連携を深め、対策に取り組むべき

だと思われる。 

精神保健福祉センターとの協働の視点で

考えると、相談援助活動は、ほぼ、全セン

ターが実施しており保健所の相談について、

センターと協働することは可能である。 

薬物依存症対策に関して、半分以上のセ

ンターが、技術支援活動、関係職員への教

育研修活動、自助組織、施設整備、等への

組織育成や活動、普及啓発活動を実施して

おり、保健所の各圏域において、精神保健

福祉センターが積極的に保健所との連携を

もっと進めるべきであると思われる。 

保護観察所が未だに、保護観察下でも依

存症としてのケアができず、執行猶予が終

わってから、保健所や精神保健福祉センタ

ーに十分な情報提供もせず、紹介してくる

ことがある。このようなケースには、保健

所やセンターが連携していかなくてはなら

ない。 

 

３）刑の一部執行猶予制度施行を見据えた

地域における薬物依存症対策  

 刑の一部執行猶予制度を導入する目的の



一つは再犯防止である。この制度により、

保護観察下で社会に出て薬物依存症に関す

るプログラムを受けたり、社会貢献活動、

等を行なったりしながら社会復帰を目指し

ていく。しかし、ある時期になれば保護観

察期間は終了するため、当事者たちが断薬

を続けながら生活していくためには、地域

での継続的な支援が必要である。そこで、

この制度の施行を見据え、刑務所を出所し

た薬物依存症者に対する地域支援について

考察する。  

今回の調査で、65.3％の保健所が圏域の

薬物依存症の地域資源（たとえば、自助組

織、薬物依存症専門外来や入院受け入れ病

院や治療プログラム実施医療機関、家族教

室実施医療機関、等）を把握しているとい

う回答が得られた。したがって、多くの保

健所で保護観察所、等の関係機関と連携し，

対象者及び対象者の家族に対する地域資源

を活用した、相談支援を行うことができる

のではないかと思われる。地域資源とは地

域の民間支援団体や医療機関、等を指す。 

長野県では、当センターが事務局を担っ

た地域依存症対策推進モデル事業をきっか

けに平成 23 年度から薬物依存症支援関係

者機関連絡会を開催し、情報交換を行って

いる。各機関の取組み状況を知ることによ

って相互理解ができ、この連絡会が顔の見

える連携の第１歩となった。本人が服役し

ている段階で刑務所から当センターを紹介

され、家族相談を受けたケースもあった。

本人が出所してからは本人支援も始め、福

祉や医療機関へのつなぎも行った。  

さらに、本年度は刑の一部執行猶予をめ

ぐり、当センターを会場に、長野地裁、長

野地検、保護観察所、保健所、市町村、医

療機関に集まってもらい、大規模な薬物依

存症支援関係者機関連絡会議を開いている。

長野地裁判事も参加された。  

 長野県は広大な面積を持ち 10 圏域にも

分かれているため、この連絡会のメンバー

である保健福祉事務所には上記のような個

別相談を受けながら必要な機関につなげる

ような役割を担ってもらえるよう、今後も

このような連絡会を開催しながら職員の理

解を深める必要がある。  

 全国的にも、薬物依存症の専門治療医療

機関は少ないのだが、地域依存症対策推進

モデル事業を契機に、県立こころの医療セ

ンター駒ヶ根では、アルコール依存症治療

病棟に薬物依存症治療を含め、マトリック

スモデルの薬物治療プログラム（KOMARPP）

が開始されている。長野市にある当センタ

ーでも、数年前からマトリックスモデルの

薬物治療プログラムを施行的に開始してい

たが、広報しておらず、隠れスマープと称

されていた。しかし、来年度は厚生労働省

の新規事業である「認知行動療法を用いた

治療・回復プログラムの普及等」に応募し、

長野市周辺だけでなく、松本市周辺にも拡

大できないかと検討を始めている。 

 

Ｅ．結語  

平成 24 年度には薬物相談に対応するガ

イドライン（保健所の相談対応も含めてい

る）を作成しているが、平成 25 年度は、薬

物依存症支援における精神保健福祉センタ

ーと保健所の連携について、連携の基とな

る要素を検討した。平成 26 年度は、平成

25 年度の保健所の薬物依存症関連事業に

ついて、薬物関連事業実施状況調査をアン

ケート方式で行った。 

その結果を報告し、地域における薬物依

存症支援について、考察では、刑務所出所

者への地域での支援や家族支援と、刑の一

部執行猶予制度施行を見据えた地域におけ

る薬物依存症支援、今後の薬物依存症対策

において保健所が担える役割、センターと

保健所の連携という視点に触れた。  
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